蟹江町3人乗り自転車貸出申請に係る誓約及び同意書
私は、以下の内容にについて、誓約及び同意いたします。
※下記の□にチェック（✔の印）を入れ、住所・申請者氏名をご記入いただき、申請書と一緒に提出してください。
· 　自転車の貸出期間におけるタイヤのパンク、利用者の過失による部品の破損等に係る修理費用は、利用者の負担とすることに同意します。また、万一自転車の鍵を紛失した場合は、直ちに蟹江町役場こども福祉課に連絡し、その交換料を負担することに同意します。　
· 　申請内容の確認、審査に際し、町税の滞納調査をすることに同意します。
· 　私及び家族は、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（以下「暴力団等」という。）には該当しません。
令和　　年　　月　　日　

住所　　
　
　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　

※蟹江町では、事業から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約をお願いしています。また、誓約書及び同意書の内容は、蟹江警察署に照会する場合があります。

　※この様式に記載された個人情報は、暴力団等の排除及び町税滞納調査、蟹江町３人乗り自転車貸出事業の目的以外には使用しません。
